
審議会等の会議録 

 

審 議 会 等 名 令和８年度第１回海老名市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 令和８年５月 19 日（火）14 時 00 分から 14 時 40 分まで 

場 所 海老名市役所 ３階 政策審議室 

出 席 者 

海老名市国民健康保険運営協議会 委員８名 

髙橋委員、鈴木委員、小林委員、市川委員、田中委員、 

牛村委員、大矢委員、小森谷委員 

 

事務局 ５名 

 保健福祉部長 告原 幸治 

 健康・保険担当部長 金指 芳子 

 国保医療課長 菊池 香緒理 

 国保医療課 主幹兼国保年金係長 小野 健太郎 

国保医療課 国保年金係主事 四方 志瑞也 

傍 聴 人 数 ０名 

公 開 の 可 否 ■公開 □一部非公開 □非公開 

一部非公開・

非公開の理由 
 

議 題 

(１) 令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算の

概要について 

(２) その他 

資 料 

(１) 次第 

(２) 資料１  （令和８年度海老名市国民健康保険事業特 

別会計予算の概要について） 

(３) 資料１‐２（令和８年度海老名市国民健康保険事業特 

別会計当初予算額一覧表） 

 

 

 

 



〇会議の内容 

１ 開 会 

２ 事務局の紹介 

○ 事務局自己紹介 

３ 部長あいさつ 

【部長あいさつ】 

○ 運営協議会への出席、日頃からの国保運営に対する協力へのお礼。 

〇 国民健康保険事業は、全国的に少子高齢化や男女平等参画社会の進展に

伴う加入者の減少や医療の高度化等に伴う医療費の増大等、制度を取り巻く

環境が年々厳しくなっている。 

○ そのような中ではあるが、委員の皆様のおかげもあり、本市の国民健康

保険事業は令和７年度で赤字解消の見込みである。 

○ 昨年度においては、「子ども・子育て支援金制度の創設に伴う国民健康

保険税の税率等の見直し」について、ご審議いただき、感謝申し上げる。 

〇 「子ども・子育て支援金制度」は国の方針により、３年間かけて税率等

を上げていく見込みである。その際には本協議会を開催し、皆様の意見を賜

り、見直しを図っていきたい。 

○ 皆様には今年度一年間、海老名市国民健康保険運営協議会委員として

ご尽力いただき、健全な国民健康保険事業の運営を目指していきたい。 

４ 会長あいさつ 

○ 本日は、国民健康保険事業の令和８年度当初予算が議題となっている。 

○ 事務局から説明があるので、委員のみなさまにおかれては、その内容に

ついて忌憚のないご意見をいただきたい。 

〇 本日の会議が有意義かつ円滑に進むよう、ご協力をお願い申し上げて、

簡単ではあるが、あいさつとする。 

５ 議題 

以後の議事は、国保運営協議会規則第４条に基づき、市川会長が進行。 

【会 長】 議題（１）、令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計

予算の概要について、事務局に説明を求める。 

【事務局】 資料１（令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算

の概要について）および資料１－２（令和８年度海老名市国民

健康保険事業特別会計当初予算額一覧表）に基づき、事務局：

小野主幹兼係長より説明。 

【会 長】 議題（１）について委員より何かあるか。 

【委 員】 資料１、８ページ記載の「第三者行為による収入」とはなに

か。 

【事務局】  通常保険診療となるのは病気や自身による怪我であるが、交

通事故等の加害者がいるケースについては、保険負担分が加害



者負担となる。この場合、被害者には一度保険証を使用してい

ただいたのち、国民健康保険から加害者へ保険負担分を請求す

ることにより、「第三者行為による収入」となる。 

【会 長】  議題（２）、その他について事務局より何かあるか。 

【事務局】 特になし。 

【会 長】 議題（２）、その他について委員より何かあるか。 

【委 員】 特になし。 

７ 閉 会 

議事が終了したことから、事務局が進行。 

【副会長あいさつ】 

○ 委員の皆様におかれましては、運営協議会にご出席いただき、感謝申し

上げる。 

○ 今年度の国民健康保険運営協議会がスタートした。 

○ 事務局より説明があったが、「国民健康保険税」と「データヘルス計

画」の２つの見直しが、令和８年度の大きなのテーマとなっている。 

○ 本市の国保事業の健全な運営のために、みなさまのそれぞれのお立場

で、より一層のご協力をお願い申し上げまして、本日の会議を終わらせてい

ただく。 

 



 

令和８年度 第１回海老名市国民健康保険運営協議会 次第 

 

○  日  時  ： 令和８年５月19日(火) 14時00分から 

○  会  場  ：  海老名市役所 ３階 政策審議室 

 

１ 開 会 

 

２ 部長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議 題 

(１)  令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算の概要について        

【資料１】、【資料１－２】 

 

(２) その他 

 

５ 閉 会 



  
　　

海老名市国民健康保険運営協議会委員名簿

(令和８年５月19日現在)

構　　　成 氏　　名 任　　期 出　　席

タカハシ ユウイチロウ

髙　橋　裕一郎

スズキ　アキラ

鈴  木　  彰

コバヤシ　ヒロタダ

小　林　弘　忠

イチカワ　トシヒコ

市　川　敏　彦

タナカ　アキオ

田  中  昭　雄

マエダ　ヨウコ

前　田　洋　子

ウシムラ　リツコ

牛  村　律  子

オオヤ　ミチコ

大　矢　美知子

サワチ　フサエ

澤　地　房　枝

コモリヤ　アツコ

小森谷　淳 子

〇

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

×

被保険者を
代表する委員

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

〇

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

〇

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

×

〇

公益を代表する委員

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

〇

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

〇

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

〇
 国民健康保険医

又は国民健康保険
薬剤師を代表する委員

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

令和７年４月１日
 　 ～令和10年３月31日

被用者保険を
代表する委員

令和８年５月１日
 　 ～令和10年３月31日

○



令和８年度
海老名市国民健康保険事業特別会計予算の

概要について

令和８年５月19日

保健福祉部 国保医療課

国民健康保険とは

協会けんぽ
（中小企業のサラリーマン）

組合健保
（大企業のサラリーマン）

共済組合
（公務員）

国民健康保険

（自営業者・年金生活者・
非正規雇用等）

後期高齢者医療保険
（75歳以上の方）

被用者保険

図）医療保険制度の概念図

年齢

加入者数 2

国民健康保険は75歳未満で、被用者保険（協会けんぽ、組合健保等国保以外）
に加入していない人が加入する。



各保険者の加入者等の比較

厚生労働省ＨＰ（我が国の医療保険について）より抜粋 3

市町村国保 協会けんぽ 組合健保 共済組合 後期高齢者医
療制度

保険者数
（R６.3月末） 1,716 1 1,380 85 47

加入者数
（R６.3月末） 2,309万人 3,954万人 2,803万人 979万人 1,978万人

加入者平均年齢
（R５年度9月末） 54.0歳 38.9歳 36.1歳 35.3歳 82.7歳

65〜74歳の割合
（R５年度） 43.8％ 8.2% 3.6% 3.5% 1.3%

加入者1人当たり
医療費（Ｒ5年度） 41.7万円 21.0万円 19.3万円 20.0万円 96.4万円

加入者1人当たり
平均所得（Ｒ5年度） 99万円 182万円 253万円 244万円 94万円

加入者1人当たり
平均保険料(税)
（Ｒ5年度）

9.3万円 13.0万円 14.4万円 14.8万円 7.9万円

国民健康保険は、他の医療保険と比較して年齢構成及び医療費水準が高く、所得
水準が低い。
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（令和８年４月１日現在）

被保険者数の状況
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4

（R８.４.1現在）

市人口 141,534人

被保険者数 21,949人

加入率 15.5％

本市の国民健康保険も同様に、70歳以上
の加入者数が多く、年齢構成が高い

市人口
国保被保険者数



36,003 
35,293 34,046 

32,234 

30,227 
28,784 

27,729 27,159 26,834 
25,947 

24,640 
23,704 23,158 

21,505 
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

被保険者数の状況（その２）

（被保険者数の年度推移）
・平成25年度以降、本市の被保険者数は、増加することなく減少傾向にある。

※被保険者数は、Ｈ25からＲ７は年度平均、Ｒ8は推計

被
保
険
者
数

（人）

5

【グラフ】被保険者数の年度推移

→ 推計

平成30年度国民健康保険制度改革後の国保財政の仕組み

6

（国民健康保険の都道府県化）
・平成30年度に大規模な制度改革が行われ、安定した財政運営や効率的な事業運営など、
制度の安定化を図るため、都道府県が財政運営を主体的に担い、市町村が保険給付や保
険税の賦課徴収などの業務を引き続き行うことになった。



令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算の概要

〈歳入〉 〈歳出〉

歳入
119.2億円

歳出
119.2億円

保険給付費

7,969,778千円

66.9％

国民健康保険事業費

納付金

3,563,839千円

29.9％

総務費

204,662千円

1.7％

保健事業費

131,859千円

1.1％ その他

45,731千円

0.4％

県支出金

8,120,385千円

68.1％

国民健康保険税

2,628,371千円

22.1％

繰入金

1,135,321千円

9.5％

その他

31,792千円

0.3％

7

国民健康保険は、
加入者のみなさんが、病気やけがで経済的負担にみまわれたとき、お互いに助け合い負
担を分かち合うため、普段から保険税を出し合って、これに国や県が拠出して医療費を
負担している。
このため、特定の収入（国民健康保険の加入者が納める保険税）をもって特定の支出
（加入者のみなさんの保険給付等）に充てるため、一般会計と切り離して、「特別会
計」として経理している。

令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算の概要
〈歳入の概要〉

令和８年度
予算額（千円） 内 容

１ 国民健康保険税 2,628,371 国民健康保険事業費納付金に必要な財源として、世帯毎の人数
や前年所得に応じて課税

２ 県支出金 8,120,385 市町村が行った保険給付の実績及び医療費適正化等に対する取
組み等に応じた交付金

３ 財産収入 731 国民健康保険事業財政調整基金の利息等

４ 繰入金 1,135,321 一般会計からの繰入金

５ 繰越金 10,000 前年度決算の実質収支による繰越金

６ 諸収入 21,061 第３者行為による収入分、国民健康保険税延滞金

合計 11,915,869

8



令和８年度海老名市国民健康保険事業特別会計予算の概要
〈歳出の概要〉

令和8年度
予算額（千円） 内 容

１ 総務費 204,662 国保事業を行うことで、必要な人件費及び事務的経費

２ 保険給付費 7,969,778 被保険者の傷病等に対する診療費の給付及び給付金の支給

３ 国民健康保険
事業費納付金 3,563,839

神奈川県全体の保険給付費等の見込みから、県全体の国民健
康保険事業費納付金の総額を算出し、所得水準に応じて割り
当てられた納付金

４ 保健事業費 131,859 特定健康診査及び特定保健指導のための事業費

５ 基金積立金 731 国民健康保険事業財政調整基金への積立金

６ 諸支出金 35,000 被保険者の過年度収納分に対する保険税還付金

７ 予備費 10,000 予見し難い予算の不足に充てるための経費

合計 11,915,869 9

令和８年度の主な取り組み

10

（国民健康保険税の見直し）
・令和８年度創設の「子ども分」は令和９年度に見直し予定
・医療分、後期分、介護分は令和９年度の国民健康保険事業費納付金額にて判断します。

医療分

(基礎課税額)

6.06 ％所得割

均等割

平等割

28,000円

後期分

（後期高齢者

支援金等課税額）

2.60 ％所得割

均等割

平等割 9,400円

子ども分

（子ども・子育て

支援金分）

0.31％所得割

均等割

平等割

1,200円

介護分

(介護納付金課税
額)

2.42％所得割

均等割

平等割

12,800円

7,100円

※令和９年度事業費納付金額で判断

令和８年度 本市の国民健康保険税率等

900円

21,500円

12,000円

※令和９年度見直し



項 目 令和８年度 令和９年度

県 仮係数、本係数に基づく事業費納付金の算定

市

国民健康保険運
営協議会

諮問

答申

条例改正

条例改正の準備

改正案の事前協議

庁議

条例改正の議会提出及
び委員会審議

条例施行

国民健康保険税の見直しのスケジュール（予定）

R9.2

R9.1

R9.1

R8.12

R9.3

R9.4

R9.1

仮係数による算定 本係数による算定

令和９年度の見直し方向性
・「子ども分」は令和９年度に見直し予定
・医療分、後期分、介護分は令和９年度の国民健康保険事業費納付金額にて判断

R８.11 R9.1

11

令和８年度の主な取り組み

海老名市国民健康保険データヘルス計画（第３期）の概要

（海老名市国民健康保険データヘルス計画（第３期）の中間見直し）
第３期データヘルス計画は、令和６年度から令和11年度までの計画期間となっており、
令和８年度は計画期間の中間にあたることから、第３期データヘルス計画全体の目標達成
に向けて後期計画期間の保健事業をより効率的かつ効果的に実施するため、令和６年度及
び令和７年度の実施状況や各年度の実施評価を行い、見直しを踏まえた中間評価、中間見
直しを実施します。

目指していく方向性 項目 事業名

特定健康診査の実施率の向
上を図るとともに、生活習
慣病の発症や重症化予防対
策を講じることにより、被
保険者（加入者）の

「健康寿命の延伸」
と
「医療費の適正化」

を目指します

特定健康診査事業
未受診者への受診勧奨事業
継続受診対策事業

特定保健指導事業
特定保健指導

早期介入保健指導事業

生活習慣病重症化予防事業
糖尿病重症化予防事業
高血圧重症化対策事業
糖尿病性腎症重症化予防事業

重複・多剤服薬者への服薬指導事
業 重複・多剤服薬者への服薬指導事業

後発医薬品（ジェネリック医薬
品）差額通知

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
差額通知

関連保健事業（健康づくり部門所
管事業）

未病センター、がん検診、オーラル
フレイル健診、成人歯科健診、肝炎
ウイルス検診 12



項 目 令和８年度 令和９年度

県 見直しの方向性

市

計画素案

評価指標で目標達成の成否を確認

達成の成否の要因分析

計画案の作成

国民健康
保険運営
協議会

概要説明及び意見聴取

計画策定
庁議

計画施行

データヘルス計画（第３期）の見直しのスケジュール（予定）

R9.1

R8.12

R9.4

R9.3

（海老名市国民健康保険データヘルス計画（第３期）の中間見直し）
見直しにあたっては、計画開始から十分な期間を経ていないことから、計画に位置付けて
いる事業の経年評価を基本とするとともに、審議会にて意見照会を行います。

13

（特定保健指導利用勧奨ハガキの発送）
・保健指導対象者の行動変容を促すため、必要なメッセージを絞り、さらに強弱をつけ
た利用勧奨ハガキを発送し、保健指導利用率の向上を図ります。

令和８年度の主な取り組み

（令和７年度まで）案内チラシ （令和８年度から）勧奨はがき

14



（多剤服薬指導業務の追加）
これまで、重複服薬指導業務として、「医療費の適正化」「適切な服薬」「対象者へ重複
服薬の危険性を伝える」ことを目的として実施しておりましたが、更なる医療費適正化を
図る観点から、「多剤服薬指導」を追加します。

令和８年度の主な取り組み

令和７年度まで 令和８年度

内容

重複服薬指導業務 重複多剤服薬指導業務

重複服薬・多剤服薬該当者
基準月に14日以上の内服薬が、２医療機関
で２種類以上、重複服薬があり、６種類以
上の処方がある方。

重複服薬該当者
基準月に14日以上の内服薬が、２医療機関
で２種類以上、重複服薬があり、６種類以
上の処方はない方。

重複服薬・多剤服薬該当者
基準月に14日以上の内服薬が、２医療機関で２
種類以上、重複服薬があり、６種類以上の処方
がある方。

重複服薬該当者
基準月に14日以上の内服薬が、２医療機関で２
種類以上、重複服薬があり、６種類以上の処方
はない方。

多剤服薬該当者
基準月に14日以上の内服薬が、２医療機関で２
種類以上、重複服薬はなく、６種類以上の処方
がある方。 15
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